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(57)【要約】
【課題】　内容物の注出をスムーズに行うことができる
とともに、容器本体内の内容物の残留を少なくすること
ができる口栓付紙容器を得る。
【解決手段】四角筒状の胴部６と底部７と頂部８と口栓
１０とからなり、口栓１０を頂部８の第１頂部角部１１
（Ａ）に近接した位置に設け、胴部６には第１胴部角部
１２（Ａ）に第１頂部角部１１（Ａ）又は第１頂部角部
１１（Ａ）から僅かに離れた位置を起点Ｓとし、起点Ｓ
から分岐して底部７方向に向かって延在し、第１底部角
部１３（Ａ）に至るまでの間で繋がり終点Ｅとする２本
の凹部形成用折線部１４，１５に囲まれた第１凹部１６
を形成した。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正面パネル・右側面パネル・背面パネル・左側面パネルからなる四角筒状の胴部と、胴
部の下方開口を密封する底部と、胴部の上方開口を密封する平坦な頂部とで構成される容
器本体と、前記頂部に設けられた口栓とからなり、
　前記口栓は、前記頂部における４つの頂部角部の内の、正面パネルの頂辺と左右いずれ
か一方の側面パネルの頂辺とにより形成される第１頂部角部に近接した位置に設けられて
おり、
　前記胴部は、前記正面パネル・前記右側面パネル・前記背面パネル・前記左側面パネル
間に形成された４つの胴部角部の内、前記口栓が設けられた第１頂部角部を形成する前記
正面パネルと前記左右いずれか一方の側面パネルとの間の第１胴部角部に、前記第１頂部
角部又は前記第１頂部角部から僅かに離れた位置を起点とし、該起点から前記正面パネル
と前記左右いずれか一方の側面パネルとに分岐して底部方向に向かって延在し、前記正面
パネルの低辺と前記左右いずれか一方の側面パネルの底辺とにより形成される第１底部角
部に至るまでの間の位置で繋がり終点とする２本の凹部形成用折線部に囲まれた第１凹部
が形成されていることを特徴とする口栓付紙容器。
【請求項２】
　前記第１凹部は、起点から終点までの長さが前記胴部における前記正面パネルの高さの
５０％以上であることを特徴とする請求項１に記載の口栓付紙容器。
【請求項３】
　前記第１凹部は、その水平方向の最広部位の幅が、前記胴部における前記正面パネルの
幅の１０％以上３０％未満であることを特徴とする請求項１又は２のいずれか１項に記載
の口栓付紙容器。
【請求項４】
　板紙基材の少なくとも裏面側にシーラントを積層した紙容器材料からなり、前記胴部を
形成するところの、胴部縦折線を介して連接している正面パネル・右側面パネル・背面パ
ネル・左側面パネルと、前記頂部を形成するところの、前記正面パネル・背面パネルの上
端に頂部横折線を介して連接している互いに対向する一対の頂面パネル及び左側面パネル
・右側面パネルの上端に頂部横折線を介して連接している互いに対向する一対の折面パネ
ルと、前記頂面パネルと前記側面パネルの上端に封止部横折れ罫線を介してそれぞれ連接
している封止パネルと、前記正面パネル・背面パネルの下端に底部横折線を介して連接し
ている互いに対向する一対の底面パネル及び左側面パネル・右側面パネルの下端に底部横
折線を介して連接している互いに対向する一対の内面パネルとを備え、
　前記正面パネルの上端に連接している頂面パネルには、前記第１頂部角部となる、前記
正面パネルの上端の頂部横折線と、前記頂面パネルと前記一対の折面パネルのうちのいず
れか一方の折面パネルとの間に有する頂部縦折線との交点に近接した位置に口栓取付用開
口部が形成されており、
　前記第１胴部角部を形成するところの、前記交点に繋がる前記正面パネルと前記左右い
ずれか一方の側面パネルとの間の胴部縦折線は、前記交点又は前記交点から僅かに離れた
位置を起点とし、該起点から前記正面パネルと前記左右いずれか一方の側面パネルとに分
岐して、前記正面パネルの底部横折線と前記左右いずれか一方の側面パネルの底部横折線
に向かって延在し、前記正面パネルの底部横折線と前記左右いずれか一方の側面パネルの
底部横折線との交点に至るまでの間の位置で繋がり終点とする前記第１凹部を形成すると
ころの２本の凹部形成用折線部を有する一枚のブランクシートから成形されていることを
特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の口栓付紙容器。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、牛乳やジュース等の液体飲料や液体洗剤等の液状物、ゼリーやクリームなど
の粘稠物といった液体内容物、果実片等の固形状の食物をミックスした液体飲料を収容す
るフラットトップ型頂部を有する口栓付紙容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、牛乳やジュース等の液体飲料や液体洗剤等の液状物、ゼリーやクリームなど
の粘稠物、果実片等の固形状の食物をミックスした液体飲料を収容する容器として、上下
に開口する四角筒形状の筒状胴部と該筒状胴部の上方開口を密封する平坦な頂部と前記筒
状胴部の下方開口を密封する底部とからなる容器本体と、前記頂部に設けられた口栓とか
らなる口栓付紙容器が広く使用されている。
【０００３】
　このような、上面が平坦に形成された所謂フラットトップ型の頂部を有する口栓付容器
は、近年種々の改良がなされており、例えば、口栓本体とキャップとからなるネジ式の注
出口栓を、該口栓本体の先端と、平坦な上面の直近の短辺とを結ぶ仮想直線と上面との仰
角が、液体用紙容器を傾けて液体内容物を注出する口栓本体の注出角より大きくなるよう
な近傍の位置に装着したことにより、液体内容物の注出の際に、液体内容物が上面の前端
部に接触するといった液垂れなどを起こすことを防ぐ液体用紙容器が知られている（例え
ば特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－０７６６７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載されている液体用紙容器に例示されるような、四角筒形状の筒状胴部
の上部にフラットトップ型の頂部を有する口栓付容器によれば、内部に収容している液状
内容物の注出は、一般に容器本体を傾けて口栓から液状内容物の注出をしている。
　このとき、容器本体内を口栓に向かって流れる液体内容物の流速にあっては、容器本体
の胴部が四角筒形状であるため、傾斜した下側にある略直角を呈する胴部角部に接する液
状内容物の流れに対する抵抗が大きく、そのため、液体内容物の上方部分の流速は速く、
下方部分の流速は遅くなる。
【０００６】
　そのため、液体内容物の注出にスムーズさを欠き、そして、液体内容物に比重の大きい
固形物が含まれているような場合、例えば、粒入りのコーンスープや粒入りの蜜柑ジュー
スのような場合、固形物が下方に沈み胴部角部内に溜まり、その注出が困難となり、容器
本体内に残留してしまうといった問題があった。
　また、液体内容物が、ゼリーやクリームなどの粘稠物である場合、粘稠物が胴部の内面
に張り付き、その注出が困難となり、容器本体内に残留してしまうといった問題があった
。
【０００７】
　本発明の目的は、容器本体からの液体内容物の注出をスムーズに行えるようにするとと
もに、容器本体内における液体内容物の残留を少なくすることができる口栓付紙容器を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、正面パネル・右側面パネル・
背面パネル・左側面パネルからなる四角筒状の胴部と、胴部の下方開口を密封する底部と
、胴部の上方開口を密封する平坦な頂部とで構成される容器本体と、前記頂部に設けられ
た口栓とからなり、前記口栓は、前記頂部における４つの頂部角部の内の、正面パネルの
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頂辺と左右いずれか一方の側面パネルの頂辺とにより形成される第１頂部角部に近接した
位置に設けられており、前記胴部は、前記正面パネル・前記右側面パネル・前記背面パネ
ル・前記左側面パネル間に形成された４つの胴部角部の内、前記口栓が設けられた第１頂
部角部を形成する前記正面パネルと前記左右いずれか一方の側面パネルとの間の第１胴部
角部に、前記第１頂部角部又は前記第１頂部角部から僅かに離れた位置を起点とし、該起
点から前記正面パネルと前記左右いずれか一方の側面パネルとに分岐して底部方向に向か
って延在し、前記正面パネルの低辺と前記左右いずれか一方の側面パネルの底辺とにより
形成される第１底部角部に至るまでの間の位置で繋がり終点とする２本の凹部形成用折線
部に囲まれた第１凹部が形成されていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項１に記載の発明によれば、前記口栓は、前記頂部における４つの頂部角部の内の
、前記正面パネルの頂辺と前記左右いずれか一方の側面パネルの頂辺とにより形成される
第１頂部角部に近接した位置に設けられているので、内部に収容している液状内容物の注
出にあたって、前記容器本体を前記口栓が近接する前記第１頂部角部が下方となるように
傾けて行うことにより、前記第１頂部角部を形成する前記正面パネルと前記左右いずれか
一方の側面パネルとの間の前記第１胴部角部が樋状となって前記容器本体内の液体内容物
を前記口栓方向に誘導させることができる。また、内容物が粘稠物である場合は、胴部内
面に張り付いた粘稠物が胴部内面から剥がれ落ちて樋状の前記第１胴部角部に集めること
ができる。これにより液体内容物をスムーズに注出することができ、液体内容物の残留を
減少させることができる。
【００１０】
　また、前記第１頂部角部を形成する前記正面パネルと前記左右いずれか一方の側面パネ
ルとの間の前記第１胴部角部に、前記第１頂部角部又は前記第１頂部角部から僅かに離れ
た位置を起点とし、該起点からから前記正面パネルと前記左右いずれか一方の側面パネル
に分岐して底部方向に向かって延在し、前記正面パネルの底辺と前記左右いずれか一方の
側面パネルの底辺とにより形成される第１底部角部に至るまでの間の位置で繋がり終点と
する前記２本の凹部形成用折線部に囲まれた第１凹部が形成されているので、前記第１胴
部角部を内面側から見たとき、前記第１凹部によって前記第１胴部角部が穏やかな盛り上
がりを形成することになる。
【００１１】
　この盛り上がりにより前記第１凹部の前記第１頂部角部側の先端部分が前記口栓方向に
向かって傾斜面となり、この傾斜面により液状内容物を注出する際の液状内容物流速が増
し、液体内容物をスムーズに注出することができ、液体内容物の残留を減少させることが
できることになり、特に、液体内容物が固形物を含むような場合や粘稠物である場合でも
スムーズに注出することができ、液体内容物の残留を減少させることができる。
【００１２】
　また、前記第１凹部によって形成される前記第１胴部角部の盛り上がりにより、前記第
１胴部角部に平滑面が形成され、この平滑面と前記２本の凹部形成用折線部を挟んだ前記
正面パネルと前記側側面パネルとの角度が大きくなるので、前記第１胴部角部に接する液
状内容物の流れに対する抵抗は、従来の液体用紙容器における略直角を呈する胴部角部よ
り小さくなり、液状内容物流速を速くするとともに、液体内容物に固形物が含まれている
ような場合でも固形物が前記第１胴部角部に挟まったり、また、液体内容物が粘稠物であ
る場合でも前記胴部の内面に張り付いてしまうといったようなことを効果的に抑えること
ができることになり、液体内容物が固形物を含むものである場合や粘稠物である場合でも
、スムーズに注出することができ、液体内容物の残留を減少させることができる。
【００１３】
　請求項２に記載の発明は、請求項1に記載の、前記第１凹部は、起点から終点までの長
さが前記胴部における前記正面パネルの高さの５０％以上であることを特徴とする。
【００１４】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の、前記第１凹部は、その水平方向の
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最広部位の幅が、前記胴部における前記正面パネルの幅の１０％以上３０％未満であるこ
とを特徴とする。
【００１５】
　請求項４に記載の発明は、請求項１から３のいずれか１項に記載の発明であって、板紙
基材の少なくとも裏面側にシーラントを積層した紙容器材料からなり、前記胴部を形成す
るところの、胴部縦折線を介して連接している正面パネル・右側面パネル・背面パネル・
左側面パネルと、前記頂部を形成するところの、前記正面パネル・背面パネルの上端に頂
部横折線を介して連接している互いに対向する一対の頂面パネル及び左側面パネル・右側
面パネルの上端に頂部横折線を介して連接している互いに対向する一対の折面パネルと、
前記頂面パネルと前記側面パネルの上端に封止部横折れ罫線を介してそれぞれ連接してい
る封止パネルと、前記正面パネル・背面パネルの下端に底部横折線を介して連接している
互いに対向する一対の底面パネル及び左側面パネル・右側面パネルの下端に底部横折線を
介して連接している互いに対向する一対の内面パネルとを備え、前記正面パネルの上端に
連接している頂面パネルには、前記第１頂部角部となる、前記正面パネルの上端の頂部横
折線と、前記頂面パネルと前記一対の折面パネルのうちのいずれか一方の折面パネルとの
間に有する頂部縦折線との交点に近接した位置に口栓取付用開口部が形成されており、前
記第１胴部角部を形成するところの、前記交点に繋がる前記正面パネルと前記左右いずれ
か一方の側面パネルとの間の胴部縦折線は、前記交点又は前記交点から僅かに離れた位置
を起点とし、該起点から前記正面パネルと前記左右いずれか一方の側面パネルとに分岐し
て、前記正面パネルの底部横折線と前記左右いずれか一方の側面パネルの底部横折線に向
かって延在し、前記正面パネルの底部横折線と前記左右いずれか一方の側面パネルの底部
横折線との交点に至るまでの間の位置で繋がり終点とする前記第１凹部を形成するところ
の２本の凹部形成用折線部を有する一枚のブランクシートから成形されていることを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のように、本発明に係る口栓付紙容器によれば、本発明の技術を用いない容器に比
べて容器本体からの液体内容物の注出をスムーズに行うことができるとともに、容器本体
内における液体内容物の残留を少なくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る口栓付紙容器の実施の形態の一例を示す斜視図である。
【図２】図１に示す口栓付紙容器の上方から見た斜視図である。
【図３】図２に示す口栓付紙紙器の対角線側から見た斜視図である。
【図４】第１凹部の説明図である。
【図５】第１凹部の他例を示す説明図である。
【図６】第１凹部の他例を示す説明図である。
【図７】第１凹部の他例を示す説明図である。
【図８】第１凹部の他例を示す説明図である。
【図９】第１凹部の他例を示す説明図である。
【図１０】第１凹部の他例を示す説明図である。
【図１１】液体内容物を注出するときの口栓の位置を示す説明図である。
【図１２】液体内容物の注出状態を示す断面説明図である。
【図１３】図１に示す口栓付容器の容器本体を成形するブランクスシートを示す平面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明に係る口栓付紙容器の実施の形態の一例を、図面を参照して詳細に説明す
る。
　図１乃至図１２は本発明に係る口栓付紙容器の実施の形態の一例を示すものであり、図
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１は本発明に係る口栓付紙容器の実施の形態の一例を示す斜視図、図２は図１に示す口栓
付紙容器の上方から見た斜視図、図３は図２に示す口栓付紙容器の対角線側から見た斜視
図、図４は第１凹部の説明図、図５乃至図１０は第１凹部の他例を示す説明図、図１１は
液体内容物を注出するときの口栓の位置を示す説明図、図１２は液体内容物の注出状態を
示す断面説明図である。
【００１９】
　本例の口栓付紙容器１は、正面パネル２、右側面パネル３、背面パネル４、左側面パネ
ル５からなる四角筒状の胴部６と、胴部６の下方開口部を密封する底部７と、胴部６の上
方開口部を密封する平坦な頂部８とで構成される容器本体９と、頂部８に設けられた口栓
１０とからなり、本例では、容器本体９は、後述する一枚のブランクシートにより成形さ
れている。
　ここでいう平坦な頂部８とは、例えばゲーブルトップ型のように頂部８が凸形状となっ
ていないことを意味し、正面側と背面側の高さが異なり、傾斜面となっている頂部は平坦
な頂部８に含まれる。
【００２０】
　頂部８に設けられた口栓１０は、頂部８における４つの頂部角部１１の内の、正面パネ
ル２の頂辺２ａと右側面パネル３、左側面パネル５のいずれかの頂辺３ａ，５ａとにより
形成される第１頂部角部１１（Ａ）に近接した位置に設けられている。本例では、正面パ
ネル２の頂辺２ａと右側面パネル３の頂辺３ａとにより形成されている。
　ここでいう近接した位置とは、頂部８の中心位置から第１頂部角部１１（Ａ）側に寄っ
た位置であり、近接した位置としては第１頂部角部１１（Ａ）に近いほど好ましい。
【００２１】
　胴部６は、正面パネル２、右側面パネル３、背面パネル４、左側面パネル５間に形成さ
れた４つの胴部角部１２の内、口栓１０が設けられた第１頂部角部１１（Ａ）を形成する
正面パネル２と右側面パネル３との間の第１胴部角部１２（Ａ）に、第１頂部角部１１（
Ａ）又は第１頂部角部１１（Ａ）から僅かに離れた位置を起点Ｓとし、起点Ｓからから正
面パネル２と右側面パネル３に分岐して底部７に向かって延在し、正面パネル２の底辺２
ｂと右側面パネル３の底辺３ｂとにより形成される第１底部角部１３（Ａ）に至るまでの
間の位置で繋がり終点Ｅとする２本の凹部形成用折線部１４，１５に囲まれた第１凹部１
６が形成されている。
【００２２】
　第１凹部１６を形成する２本の凹部形成用折線部１４，１５は、本例では、その起点Ｓ
を１頂部角部１１（Ａ）としているが、第１頂部角部１１（Ａ）から僅かに離れた位置を
起点Ｓとして設定してもよい。起点Ｓを、第１頂部角部１１（Ａ）から僅かに離れた位置
に設定する場合、起点Ｓは第１頂部角部１１（Ａ）から３５ｍｍ以内の位置に設定するこ
とが好ましい。この範囲に基点Ｓを設定することにより、固形物や粘稠物をスムーズに注
出することができる。
【００２３】
　また、２本の凹部形成用折線部１４，１５の終点Ｅを第１底部角部１３（Ａ）としてい
るが、第１底部角部１３（Ａ）に至るまでの間の位置に終点Ｅを設定してもよい。この場
合、起点Ｓから終点Ｅまでの長さＬが胴部６における正面パネル２の高さＨの１０％以上
であれば、固形物や粘稠物の壁面からの剥離を促すことができるので好ましい。また、図
４に示すように、起点Ｓから終点Ｅまでの長さＬが高さＨの５０％以上であれば、壁面か
らの固形物や粘稠物の剥離をより効果的に促すことができ、固形物や粘稠物をスムーズに
注出することができるのでより好ましい。また、起点Ｓから終点Ｅまでの長さＬが高さＨ
の５０％以上とすると、容器のアイキャッチ性が高めることができ、意匠性の高い容器と
することができる。
【００２４】
　また、第１凹部１６は、その水平方向の最広部位の幅Ｗ１が、胴部６における正面パネ
ル２の幅Ｗ２の１０％以上３０％未満であることが好ましい（図４参照。）。幅Ｗ１が幅
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Ｗ２の１０％以上とすることにより、固形物などの内容物が角部に溜まったり、張り付い
たりすることを防ぐことができ、内容物の残留を防いで、スムーズに注出することができ
る。また、３０％未満とすることにより、容器を成形する充填機内で容器を確実に把持す
ることができ、容器の成形を安定して行うことができる。
【００２５】
　また、本例では、第１凹部１６を形成する２本の凹部形成用折線部１４，１５は、第１
頂部角部１１（Ａ）と第１底部角部１３（Ａ）を結ぶ仮想線を中心に対称となっているが
、左右対称でなくてもよい。
　図５乃至図１０は、２本の凹部形成用折線部１４，１５で形成される第１凹部１６の他
例を示している。
【００２６】
　また、本例では、第１胴部角部１２（Ａ）と対角線上にある第２胴部角部１２（Ｂ）に
、第１頂部角部１１（Ａ）と対角線上にある第２頂部角部１１（Ｂ）又は第２頂部角部１
１（Ｂ）から離れた位置を起点Ｓとし、起点Ｓから背面パネル４と左側面パネル５に分岐
して底部７に向かって延在し、背面パネル４の底辺４ｂと左側面パネル５の底辺５ｂとに
より形成される第２底部角部１３（Ｂ）に至るまでの間の位置で繋がり終点Ｅとする２本
の凹部形成用折線部１７，１８に囲まれた第２凹部１９が形成されている。
【００２７】
　このように構成された口栓付紙容器１は、容器本体９の胴部６における第１胴部角部１
２（Ａ）に、第１頂部角部１１（Ａ）又は第１頂部角部１１（Ａ）から僅かに離れた位置
を起点Ｓとし、起点Ｓからから正面パネル２と右側面パネル３に分岐して底部７方向に向
かって延在し、第１底部角部１３（Ａ）に至るまでの間の位置で繋がり終点Ｅとする２本
の凹部形成用折線部１４，１５に囲まれた第１凹部１６が形成されているので、第１胴部
角部１２（Ａ）を内面側から見たとき、第１凹部１６によって第１胴部角部１２（Ａ）が
穏やかな盛り上がり２０が形成され、第１凹部１６における第１頂部角部１１（Ａ）側の
先端部分が口栓１０方向に向かって傾斜面２１となる（図９参照。）。
【００２８】
　内部に収容している液状内容物の注出に際しては、容器本体を第１頂部角部１１（Ａ）
、第１胴部角部１２（Ａ）が下方となるように傾けて行うことにより（図８、図９参照。
）、第１胴部角部１２（Ａ）が樋状となって容器本体９内の液体内容物を口栓１０方向に
誘導し、液体内容物をスムーズに注出させる。
【００２９】
　そして、樋状となる第１胴部角部１２（Ａ）には、第１凹部１６による盛り上がり２０
が形成される第１頂部角部１２（Ａ）側の先端部分が口栓１０方向に向かって傾斜面２１
となっているので、容器本体９内を口栓１０方向に向かって流れる液体内容物は、この傾
斜面２１により液状内容物流速が増し、液体内容物をスムーズに注出させる。
【００３０】
　また、第１凹部１６によって形成される第１胴部角部１２（Ａ）の盛り上がり２０によ
り、第１胴部角部１２（Ａ）に平滑面２２が形成され、この平滑面２２と２本の凹部形成
用折線部１４，１５を挟んだ正面パネル２と右側面パネル５との角度が大きくなるので、
第１胴部角部１２（Ａ）に接する液状内容物の流れに対する抵抗は、従来の液体用紙容器
における略直角を呈する胴部角部より小さくなり、液状内容物流速を速くするとともに、
液体内容物が固形物を含むような場合でも固形物が第１胴部角部１２（Ａ）に挟まったり
、また、液体内容物が粘稠物である場合でも胴部６の内面に張り付いてしまうといったよ
うなことを効果的に抑えることができることになる。
【００３１】
　また、本例では、第１胴部角部１２（Ａ）と対角線上にある第２胴部角部１２（Ｂ）に
、第１頂部角部１１（Ａ）と対角線上にある第２頂部角部１１（Ｂ）又は第２頂部角部１
１（Ｂ）から離れた位置を起点Ｓとし、起点Ｓからから背面パネル４と左側面パネル５に
分岐して底部７に向かって延在し、背面パネル４の底辺４ｂと左側面パネル５の底辺５ｂ
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とにより形成される第２底部角部１３（Ｂ）に至るまでの間の位置で繋がり終点Ｅとする
２本の凹部形成用折線部１７，１８に囲まれた第２凹部１９が形成されていることから、
注出時に、容器本体９を持ったとき、第２胴部角部１２（Ｂ）が手の平側に向き、第２胴
部角部１２（Ｂ）の第２凹部１９が手の平に当たるので、角部による痛感がなく持ち易く
、しっかりと把持することができる。
【００３２】
　図１３は、本例の口栓付紙容器１を成形するブランクシート３０の一例を示す。
　本例のブランクシート３０は、板紙基材の少なくとも裏面側にシーラントを積層した紙
容器材料からなり、胴部縦折線３１，３２，３３を介して胴部６を形成するところの正面
パネル２、右側面パネル３、背面パネル４，左側面パネル５が連接している。
【００３３】
　正面パネル２、背面パネル４の上端には、頂部横折線３４，３５を介して頂部８を形成
するところの、互いに対向する一対の頂面パネル３６，３７が連接し、右側面パネル３、
左側面パネル５の上端には頂部横折線３８，３９を介して頂部８を形成するところの、互
いに対向する一対の折面パネル４０，４１が連接している。折面パネル４０，４１には、
頂部斜折線４２，４３が付与されている。また、頂面パネル３６，３７と折面パネル４０
，４１の上端には、封止部横折線４４，４５，４６，４７を介して封止パネル４８，４９
，５０，５１が連接している。
【００３４】
　正面パネル２，背面パネル４の下端には、底部横折線５２，５３を介して底部７を形成
するところの、互いに対向する一対の底面パネル５４，５５が連接し、右側面パネル３、
左側面パネル５の下端には、底部横折線５６，５７を介して底部７を形成するところの、
互いに対向する一対の内面パネル５８，５９が連接している。
　さらに、ブランクシート３０の一側開放端縁には、サイドシール縦折線６０を介してブ
ランクシート３０の他側開放端縁にシールされるサイドシールパネル６１が連接している
。
【００３５】
　このように構成された、ブランクシート３０の正面パネル２の上端に連接している頂面
パネル３６には、第１頂部角部１１（Ａ）となる、正面パネル２の頂部横折線３４と、頂
面パネル３６と折面パネル４０との間に有する頂部縦折線６２との交点６３に近接した位
置に口栓取付用開口部６４が形成されている。
【００３６】
　また、第１胴部角部１２（Ａ）を形成するところの、交点６３に繋がる正面パネル２と
右側面パネル３との間の胴部縦折線３１は、交点６３又は交点６３から僅かに離れた位置
を起点Ｓとし、起点Ｓから正面パネル２と右側面パネル３に分岐して、正面パネル２の底
部横折線５２と右側面パネル３の底部横折線５６に向かって延在し、正面パネル２の底部
横折線５２と右側面パネル３の底部横折線５６との交点６５に至るまでの間の位置で繋が
り終点Ｅとする第１凹部１６を形成するところの２本の凹部形成用折線部１４，１５を有
している。
【００３７】
　また、本例では、第１胴部角部１２（Ａ）と対角線上にある第２胴部角部１２（Ｂ）を
形成するところの、背面パネル４と左側面パネル５との間の胴部縦折線３３は、背面パネ
ル４の頂部横折線３５と、頂面パネル３７と折面パネル４１との間に有する頂部縦折線６
６との交点６７を起点Ｓとし、起点Ｓから背面パネル４と左側面パネル５に分岐して、背
面パネル４の底部横折線５３と左側面パネル５の底部横折線５７に向かって延在し、背面
パネル４の底部横折線５３と左側面パネル５の底部横折線５７との交点６８に至るまでの
間の位置で繋がり終点Ｅとする第２凹部１９を形成するところの２本の凹部形成用折線部
１７，１８を有している。
【００３８】
　本例では、第１凹部１６を形成するところの、２本の凹部形成用折線部１４，１５の起
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点Ｓにあっては、正面パネル２の頂部横折線３４と、頂面パネル３６と折面パネル４０と
の間に有する頂部縦折線６２との交点６３を起点Ｓとしているが、交点６３から僅かに離
れた位置を起点Ｓとしてもよい。
　また、２本の凹部形成用折線部１４，１５の終点Ｅにあっては、正面パネル２の底部横
折線５２と右側面パネル３の底部横折線５６との交点６５を終点Ｅとしているが、正面パ
ネル２の底部横折線５２と右側面パネル３の底部横折線５６との交点６５に至るまでの間
の位置であればよい。
【００３９】
　また、第２凹部１９を形成するところの、２本の凹部形成用折線部１７，１８の起点Ｓ
にあっても、背面パネル４の頂部横折線３５と、頂面パネル３７と折面パネル４１との間
に有する頂部縦折線６６との交点６７を起点Ｓとしているが、交点６７から僅かに離れた
位置を起点Ｓとしてもよい。
　また、２本の凹部形成用折線部１７，１８の終点Ｅにあっては、背面パネル４の底部横
折線５３と左側面パネル５の底部横折線５７との交点６８を終点Ｅとしているが、背面パ
ネル４の底部横折線５３と左側面パネル５の底部横折線５７との交点６８に至るまでの間
の位置であればよい。
【符号の説明】
【００４０】
１　口栓付紙容器
２　正面パネル
２ａ　頂辺
２ｂ　底辺
３　右側面パネル
３ａ　頂辺
３ｂ　底辺
４　背面パネル
４ａ　頂辺
４ｂ　底辺
５　左側面パネル
５ａ　頂辺
５ｂ　底辺
６　胴部
７　底部
８　頂部
９　容器本体
１０　口栓
１１　頂部角部
１１（Ａ）　第１頂部角部
１１（Ｂ）　第２頂部角部
１２　胴部角部
１２（Ａ）　第１胴部角部
１２（Ｂ）　第２胴部角部
１３（Ａ）　第１底部角部
１３（Ｂ）　第２底部角部
１４，１５　凹部形成用折線部
１６　第１凹部
１７，１８　凹部形成用折線部
１９　第２凹部
２０　盛り上がり
２１　傾斜面
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２２　平滑面
３０　ブランクシート
３１，３２，３３　胴部縦折線
３４，３５　頂部横折線
３６，３７　頂面パネル
３８，３９　頂部横折線
４０，４１　折面パネル
４２，４３　頂部斜折線
４４，４５，４６，４７　封止部横折線
４８，４９，５０，５１　封止パネル
５２，５３　底部横折線
５４，５５　底面パネル
５６，５７　底部横折線
５８，５９　内面パネル
６０　サイドシール縦折線
６１　サイドシールパネル
６２　頂部縦折線
６３　交点
６４　口栓取付用開口部
６５　交点
６６　頂部縦折線
６７，６８　交点
Ｓ　起点
Ｅ　終点
                                                                        
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(12) JP 2019-189312 A 2019.10.31

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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